
会員のみなさま、日頃よりファミリー・サポート・センター事業にご理解とご協力をいただき、あ

りがとうございます。

設立より22年、これまで大きな事故もなく活動を続けることができているのは、会員のみなさまの

細やかなご配慮のおかげと、心より感謝申し上げます。

これからもご協力お願いいたします。

大分市子育てファミリー・サポート・センター

ファミサポだより

R6.11.1より送迎時の自動車保険に加入します

依頼の中で特に多いのが保育施設等や習い事への送り迎えといった

「送迎」を含むサポート。これまで万一「送迎」の活動中に自動車

事故が発生した場合は、援助・両方会員さん自身の保険で対応して

いただく状況でしたが「移動サービス専用自動車保険」に加入する

ことにより、事故の相手方に対する補償にも対応できるようになり

ます。 ※保険料は大分市が負担します。

第18号

R6.9.1発行

「移動サービス専用自動車

保険」とは？

対人賠償責任保険・対物賠償責任保

険・自損事故傷害特約・対物超過修

理費用補償特約が適用される保険で

す(車両保険は適用外)。

加入のために必要なものは？

送迎に使用する車の登録が必要です。

現在送迎をしている方は

1.自家用車使用届と

2.自動車運転免許証の写し(両面)

を9/20(金)までにご提出お願いします。

今後送迎をしてくださる方は、都度ご案内します。

その他手続きは？

免許証の有効期限の更新時や、送迎に使用する車の変更が生じた場合は「自家用車使用

変更届」の提出が必要です。

また、送迎のサポート中に交通事故や交通違反があった場合は「交通事故・交通違反報

告書」、車を使った送迎を中止する場合は「自家用車使用中止届」の提出が必要です。

※移動サービスとは、自家用車を用いて利用者を

輸送するサービスのことを言います。



★活動の依頼があった場合、必ず活動前にセンターへ連絡をお願いします。

センターが把握していない活動は、補償保険が適用されません。

★センターを通じて知り得た内容の取り扱いに注意してください。

個人情報や活動の内容を話したり、SNSへ写真を投稿しないでください。

★打ち合わせで確認した内容以外のサポートの依頼があった場合、まずはセンターへご相談ください。

★ファミリー・サポート・センターの活動は有償のボランティア活動です。お仕事ではありません。

サポートを受ける・受けないは援助・両方会員の意思に基づきます。

★打ち合わせ、もしくは前回のサポートから1年が経過した場合、再度打ち合わせが必要です。

また、打ち合わせをしていない兄弟・姉妹のサポートを引き受ける場合はそのお子さんについての

打ち合わせが必要です。センターへご連絡ください。

★報告書の提出は翌月5日までの期日厳守でお願いします。センターでは事前に連絡があった内容と

相違がないか確認し、活動件数を市に報告しています。事情があり遅れる場合は、お電話ください。

会員数(R6.7月末)

依頼会員

援助会員

両方会員

計

1.放課後援助

2.保育施設等への迎え

3.保育施設等への送り

R5年度活動ベスト3(1,588件)

R5年度は援助会員・両方会員併せて27名の方に新規登録をしていただきました。

また28名の方に更新をしていただきました。

今後もよろしくお願いします。

295件

228件

198件

1,474名

145名

20名

1,639名

大分市子育てファミリー・サポート・センター

〒870-0839 大分市金池南1丁目5番1号(J:COMホルトホール大分2階)

TEL：097-576-8246 FAX：097-544-5651

開所時間：9：00～17：00

休館日：第2・4月曜日(休日の場合は翌日以降の平日)年末年始(12月28日～1月3日)

みなさまへの

お願い


